
 

 

  

十日町労働基準監督署では、平成27年11月末現在

の労働災害（休業 4日以上）が、死亡災害 1件を含む

73件（前年比＋13件）発生しており、今後、降雪期

を迎え、特に新聞販売業における配達業務での転倒災害、

交通労働災害の増加が懸念されることから平成 27年

12月 24日に飯山線地区新聞販売店組合に対して、別

添のとおり、労働災害防止の徹底を要請しました。 

新聞販売業以外でも、積雪期に屋外で作業を予定して

いる場合、車の運転業務を行う場合などでは、別添リー

フレットを参考に雪による労働災害の防止に努めてく

ださい。 

新聞販売業における労働災害防止について（要請） 
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新聞販売業における労働災害防止について(要請) 
 
労働行政の運営につきましては、平素より格段のご理解、ご協力を頂き厚く

お礼申し上げます。 
さて、当署管内の休業 4日以上の労働災害は、平成 27年 11月末現在で死亡
労働災害 1 件を含む 73 件発生しており、昨年同期と比べ＋13 件（＋21.7％）
の大幅な増加となっております。 
新聞販売業においても休業 4 日以上の労働災害が今年 3 件発生しており、う
ち 2件は休業１ヶ月以上を伴う労働災害となっております。 
今後、降雪により路面凍結による転倒災害、視界不良による交通労働災害な

ど新聞配達業務における労働災害のさらなる発生が懸念されるところです。 
つきましては、労働災害防止のため下記の事項が徹底されますよう会員事業

者に周知いただきたくよろしくお願いいたします。 
 

記 
 
１． 履物は、滑りにくく、足のサイズに適した靴を選ぶこと。 
２． 服装は、防寒性、視認性に優れたもの（反射チョッキ、ヘッドライト

等）を用意し、頭部防護のヘルメットとともに着用させること。 
３． 降雪も考慮した時間に余裕のある配達計画を作成すること。 
４． 遠隔地の配達業務を含めて、作業開始と終了の点呼、連絡体制を整備

すること。 
５． 交通安全情報マップや危険マップ等を作成し、交通事故発生状況、転

倒や屋根からの落雪の恐れのある場所、段差・開口部の位置等を関係労

働者に周知すること。 
６． 災害事例による社内教育、ヒヤリハット事例の収集など安全衛生管理

活動を推進すること。 
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 http://www.mhlw.go.jp/new‐info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/130912‐01.html
 

 
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000093057.html 
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